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1．はじめに 

 旧柳田村は能登半島内陸に位置し、その周囲には丘陵地帯の森林が広がる。能登半島

でも唯一海を持たない村であった。そのため、能登半島の他の地域と比較して農業用の

耕地の少ない同村では、藩政時代から近年まで様々な山林資源が人々の生活を支えてき

た（『柳田村史』1975：673）。本章では、旧柳田地域内の山林所有と管理、森林組合に

ついて概観し、炭焼きや材木販売、原木椎茸、栗、柿の栽培などの山林資源活用の状況

について記述する。 

 

2．森林の所有と管理 

 森林の所有とその管理は、過去から現在に至るまで、時代の状況に合わせて変容して

きた。森林の所有形態は、林野庁が示す枠組みによると、大きく国有林と民有林に分類

される。調査対象の地区には国有林はほぼ存在せず、また、住民が所有する山に関連す

る調査を主に行ったため、本章では主に民有林について記述する。 

 

2.1 森林の所有 

 能登森林組合職員への聞き取りによると、対象地区の民有林の森林面積は約 2,000ha

であり、その約 75％を個人所有が占める。個人所有以外では、共同、法人、社寺、市

町、県といった所有形態が見られる。またこの他に公社造林、県行造林 1) によって作ら

れた山林が存在する。こうした造林による山林の多くは個人所有であるため、実質的な

個人所有の割合はさらに多いと考えられる。 

 近年の傾向では、所有者の高齢化などにより個人での管理が難しくなった山が法人ま

たは行政へと所有を移行する状況も見られるが、極端な変化はないとのことである。 

 『柳田村史』（1975：659）によると、山林の私有化がいつからはじまったのかは定か

ではないが、百姓の階層が現れ始めた時期に、ある一定の御収納を収める本百姓が山林

                                                  
1) 森林組合が行う植林を県行造林、林業公社が行う植林を公社造林と言う。 
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を利用する権利を与えられたことがはじまりと考察されている。これには、その当時農

業の補完的役割としての山林価値が認められていたことも指摘されている。持高によっ

て割当てられていた山林は、時代は定かではないものの、農業の補完的役割としての機

能がいつしか薄れ、山林個体として売買が行われるようになった（『柳田村史』1975：

659）。 

 

2.2 山林の賃貸 

山林の賃貸については、具体的な資料としては残っていないが、製炭業が盛んであっ

た昭和中期頃まで行われていたと考えられる。A さん（神和住、男性、60 歳代）による

と、山の持ち主は炭焼きを行う農家に 3 年程度の契約で山林を貸し出す。基本的には、

持ち主が所有する山全てを貸し出すことになっており、借り手は自分の望む大きさの山

を持つ家に交渉を行ったという。炭を作るための広葉樹は、契約期間中はすべて伐採し

てよいことになっていたが、山の持ち主から特定の木は切らない、樹齢 5 年以下の若木

は切らないなど条件が付くこともあったそうだ。希望する大きさの山がない場合は、近

隣住民と共同で大きな山を借りることもあった。また、契約期間中に炭焼きに使うすべ

ての木を切り終えない場合は、期間を 1 ヶ月から 2 ヶ月伸ばしてもらうこともあった。

賃貸される山の金額は、その条件によって違い、例えば水場がある山や日当たりの良い

山は高値になった。また、道が整備されていて木や炭を下ろすのが楽な条件は「出しの

良い山」といい、やはり高い金額がつけられたという。 

 

2.3 管理 

 製炭が産業として行われていた昭和中頃までは材料であるコナラやクヌギなどの広

葉樹が 15～20 年単位で伐採されることや、そうした広葉樹の育成または伐採のための

足元を整備するために下草の刈り取りをこまめに行っていたことから、山は常に若く、

結果としてきのこなどの副産物を生むなど山の活性化にも繋がっていたようである。製

炭による山の活性は、十分な樹齢に満たない木は伐採しない、伐採後の株から木を再生

するために根を傷つけないなど、自然のサイクルを考慮した山の活用方法の蓄積の成果

でもあった。また、こうした製炭は家族単位、または近隣の住民などの少数単位であっ

たため、当時の山の管理は個人で行われていたと言える。 

 戦後には、新設住宅着工数の増加により、木材需要も増加したことで木材価格は上昇

した。戦時中の乱伐、そして戦後の木材需要に対応するために、全国的に針葉樹を中心

として植林が行われた。こうした植林は、森林組合を通じて森林組合加入者である個人

に提案が行われ、その費用は補助金を受けることができた。昭和後期になると、石油の

普及による製炭需要の低迷により、山の管理は森林組合に移行していったようである。

特に、植林が行われた直後から 12～13 年目までは下草刈り、15 年から 20 年目には枝

打ちや間伐を行う必要があった。このような管理は山の持ち主が行うこともあれば、森
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林組合が行うこともあった。森林組合を通じて山林の管理（主に材木用に植林した針葉

樹に対する手入れなど）を行う場合は、補助金を得るために定期的な検査が行われた。

近年では、個人単位による収益のための活用はされておらず、山の所有者が自家用に山

菜やきのこなどを採りにゆくことが多い。以前のように、山の所有者自らが材木用木材

の手入れをしに行くことはなく、森林組合に依頼をしているとのことであった。森林所

有者である B さん（寺分、男性、60 歳代）など、住民の一部からは製炭業の衰退によ

り人の出入りが減少した現在では、個人単位での山林管理は困難であるという意見も見

られた。 

  

3．森林組合 

 森林組合とは森林組合法に定められた協同組合であり、法律上の制度として発足した

のは、森林法の全面改正が行われた明治 40（1907）年頃である。幕末から明治初期に

かけての鉄工業発達に伴う原材料需要の増加に対する基盤形成のため、民有林の管理を

試みたことによるものであった。そしてその目的を森林所有者の協同組織の発達を促進

することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林

生産力の増進を図り、国民経済の発展に資することとしている（『森林組合法の解説』

1987：8）。その後、幾度かの法律上の改訂を経た後、平成 17（2005）年には現在の森

林組合法が確立され、現在に至る。 

 農林水産省による平成 26（2014）年度森林組合統計によれば、現時点での国内の森

林組合数は 631 組合となっている（『森林組合統計』2014：都道府県別組合数及び調査

票提出組合数）。森林の所有者、または林業従事者は、出資金を支払い森林組合の会員

となることで、所有する森林の管理を会員単価で依頼することが可能となり、また、国

や県からの各種の補助事業や融資、制度資金の適用を受けることができる。石川県には、

石川県森林組合連合会に所属する 4 つの森林組合があり、主な事業として森林組合の指

導、監査のほか、会員が行う事業に必要な物資の供給、会員が生産した材木の共同販売

などが挙げられている。今回調査を行った旧柳田村地域は、本部を穴水に持つ能登森林

組合に属し、柳田にはその支所が置かれている。 

 

4．山林資源の活用 

4.1 山林資源の概要 

 旧柳田村における山林資源は、過去には漆掻きや塩作りのための薪、田畑の肥料用の

草の採取、製炭業などに活用され、山林は財産的価値を持つものとして村民の生活を支

えてきた（『柳田村史』1975：666-677）。こうした山林資源の多様性や物量は減少傾向

に有るものの、材木への活用はもちろんのこと、昭和 30 年代～50 年代に行われたパ

イロット事業による栗や柿、しいたけの原木栽培などの産業は現在でも一部継続してい

る。また、旧柳田村の山林資源でも重要な産業であった製炭業も、一部の人々の手によ
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ってその生産が続いていることがわかった（第 7 章参照）。本項目では、こうした山林

資源の変遷と現況について、主に木材、パイロット事業、その他の新たな活用について

言及する。 

 

4.2 木材 

 旧柳田村での商品としての木材利用については、 も古いもので明治 3（1870）年の

資料が残っており、この時点ですでに運送方法などが確立していたことから、明治以前

から何らかの用材として流通していたことが伺える（『柳田村史』1975：662-663）。特

に戦前には軍需のため、戦後には建造物の復旧のために起こった全国的な木材需要の高

騰の中で、旧柳田村も例に漏れず、昭和 24（1949）年頃には針葉樹を中心とした大規

模な木材生産が増加していった（『柳田村史』1975：673）。 

 こうした中で、終戦の翌年である昭和 21（1946）年 には、造林補助事業が治山事業

や林道事業とともに 公共事業に組み入れられ、造林未済地の解消を主眼として積極的

に推進されていった（『平成 25 年度 森林及び林業の動向』2014：第 1 章 26）。旧柳田

村でも、こうした造林事業の中で特に昭和 40 年代に、針葉樹の植林が行われるように

なる。植林には森林組合が行うものを県行造林、林業公社が行うものを公社造林といっ

た。 

 木材需要は昭和 32（1957）年頃から始まった外材の輸入が年々増加したことにより

国産木材の需要は低迷し、同時に木材価格は急激に下落した。スギの中丸太の例では、

昭和 55（1980）年に 39,600 円であった価格は、平成 25（2013）年には 11,500 円と約

1/2 まで下落している（『平成 27 年度 林業地区座談会 次第』 2015：③木材流通事業

の推進について）。森林の所有者である C さん（上町、男性、70 歳代）によれば、山林

を所有する住民の多くはこうした価格の下落は想定していなかったという。 

 こうした状況の中、昭和 40 年代に植林された針葉樹がじきに利用できる樹齢を迎え

つつある。10 年後には、約 8 割の石川県内の人工林が伐期を迎える（『平成 27 年度 林

業地区座談会』2015：1）。一時は安価な輸入材によりその需要が低迷していた国産材で

あるが、林野庁は平成 23（2011）年に「森林・林業基本計画」で木材自給率 50％を目

指す指針を閣議決定している。この取り組みは昨年（2015 年）までに自給率約 30％を

達成し、引き続き継続していくことから、今後の価格の上昇が期待できる。さらに、能

登森林組合は生産者側が需要者側の求める木材の数量・品質・価格等についてあらかじ

め取り交わした協定に基づき定額販売を行う、協定販売の強化を図ることで、過去に生

じた材料価格の下落による影響を防ぐ取り組みを行っている。実際に、旧柳田村周辺で

伐採された木材は主に建築用材、合板に加工され、輪島市の保育園に能登のヒバ材や圧

縮スギ、珠洲市の宿泊施設に能登産ヒバ材が使用されている例がある。能登森林組合が

行った林業地区座談会では、森林組合の加入者を集めて現在の取り組みや今後の取り組

みについての広報も行っている。 
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4.3 パイロット事業 

 パイロット事業とは、国からの補助を受けながら行う試験事業であり、A さんによれ

ば、旧柳田村でも戦後から昭和後期にかけて、しいたけ、柿、栗などの栽培が行われた

という。柿や栗などの栽培については、栽培から出荷までに人員が必要であることから、

核家族化が進んだ近年では継続が困難となり、現在では栽培をしている家は数えるほど

になっている。 

 森林組合の職員の方によると、しいたけに関しては近年、原木しいたけの高級路線の

ブランド化に成功し、販売が好調であることを受けて栽培農家も増加傾向にあるという。

現在、旧柳田村地域ではしいたけの栽培を行っている農家は 20 戸ほどに増加しており、

今後も引き続き山林資源としての成果が期待されるところである。 

 

4.4 パルプ材 

 昭和 28（1953）年頃から生産が開始された針葉樹のチップは、現在では用材に次ぐ

大きな山林資源となっている。平成 27（2015）年度の能登森林組合が管轄する山林資

源の出荷量の内、その 3 割を占める。チップには主に間伐材が利用され、用途は製紙用

のパルプである。また、木質バイオマス 2)への利用も近年では増加傾向にある。 

 

4.5 能登ヒバの精油 

 ヒバはヒノキ科アスナロ属アスナロの変種であるヒノキアスナロの東北地方の地方

名とされており、能登を中心とした日本海側ではアテという系統の名称が分布している

（『能登のあて』1997：2）。石川県でアテの造林が行われたのは昭和 25（1950）年頃で

あり、戦後になってからより本格的な造林が行われた（『柳田村史』1975：673）。石川

県では造林当初はアテと通用されていたが、昭和 41（1966）年に県木に指定されたこ

とを受け、さらには平成 5（1993）年には木材流通においても「能登ヒバ」と呼ぶよう

になった（『能登のあて』1997：2）。このような名称になったことについての背景は定

かではないが、能登ヒバと称することで全国的なブランド価値を強化する意図があった

と考えられる。 

 ヒノキ科の中でも精油成分であるヒノキチオールが多く含まれていると言われてい

るヒバに注目し、近年新しい試みとして始められたのが能登ヒバから抽出された精油の

ブランド化である。本製品の開発には、能登森林組合を通じて旧柳田村周辺のヒバも活

用されている。開発には産学官が共同し、パッケージのデザインにも注力されている。

                                                  
2) 林野庁によると、木質バイオマスとは、木材からなる「再生可能な、生物由来の有機性資源（化

石燃料は除く）」のことをいう。主に、樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地残

材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの

種類がある。 
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本製品は 2015 年から県内の店舗やインターネットを通じて販売が開始された。現代な

らではの活用の一途である。 

 

5．考察 

 能登半島で唯一海との境界を持たなかった旧柳田村では、広葉樹を中心とした豊かな

森林を有し、近年までその山林から得られる資源を有効に活用してきた。こうした活用

の背景には、旧柳田村が周囲を山林に囲まれていること、ゆるやかな丘陵地帯であった

ことで山林に入りやすく、比較的運搬が用意であったなどの要因があったと考えられる。 

 活用に至るまでに、数十年と長い年月が必要な山林資源は常に管理の手を必要とする。

しかしながら、社会経済情勢の急激な変化に伴い、こうした管理の方法や主体は変化を

迫られてきた。旧柳田村のように山林資源が収入の一部であった地域にとっては、その

生活そのものが大きく変化するような事態に幾度となく晒されてきたことは想像に難

くない。こうした需要の変化が、住民の流出につながった側面も否定できないだろう。

こうした変化の中で、個人所有の山の管理のほとんどが森林組合に移行した近年では、

個人と森林組合の関係にも注目したい。現在でも山林で炭焼きに携わっている A さん

によれば、個人の資産とも言える山林の管理を森林組合に任せるということはその間に

強い信頼関係がなくては成り立たないのだそうだ。こうした信頼関係の源は、山林の所

有者が過去に自らが山に入りその労働を経験していることから、山の状態を見ればどれ

だけの管理が行われているか理解することができる、こうしたことも背景にあるのでは

ないだろうか。 

 そして近年では、山林管理の状況に新しい動きが現れ始めている。過去に能登森林組

合に勤務していたという A さんによれば、現在同組合には 20 歳代の若い人材が林業に

従事しており、就職氷河期と言われた 2009 年前後に石川県が林業への採用活動を積極

的に行ったことによるものだという。この時に、能登森林組合が採用だけではなく林業

の仕事を作ることにも同時に注力した成果が、近年実りつつあると感じているそうだ。

こうした取り組みは一時的なものではなく、能登町定住促進協議会が発行する「能登町

移住ガイドブック」に掲載されている雇用募集の項目には、現在でも能登森林組合が職

員を募集している。近年、第一次産業の高齢化が懸念されていることを受け、農林水産

省は 2011 年から「1 次産業の 6 次産業化」を推進しているが、こうした能登森林組合

の事例から考えると、山林に囲まれた旧柳田村ではその必要性に早い段階で気づき、す

でに対策がとられていたことが分かる。 

 戦後復興の木材需要の増大、そして近代化による木材価格の下落などを経て、1980 年

をピークに需要低迷に直面してきた山林資源であるが（『平成 21 年 森林・林業白書』

2009：第 1 章 9）、近年ではその価値が見直されつつあることも今回の調査により再認

識した。能登ヒバの精油のように、その地域の独自性の高い活用の転換は利益だけでは

なく、旧柳田村地域の山林の独自性を住民にも認識してもらう手段ともなるだろう。 
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6．おわりに 

 山林の活用は、農業と同様に常に自然との対峙に迫られる。季節や年度ごとに行う作

業の一つ一つが異なる状況であり、工業製品のように安定した配給というものが約束さ

れない資源を、これからどのように活用し次の世代に引き継いでいくだろうか。おそら

く、そこには経験値によって蓄積される知識が大きく必要とされるのではないだろうか。

私自身、次の世代としてどのように関わることができるか、大変興味深く思っている。

報告書内で触れたように、国策や林野庁の指針により、地域単位の取り組みの大枠が決

められていったことに加え、特に旧柳田村では人々の暮らしと密接に関わりあいながら

変化してきた山林の状況について、少しでも伝えることができれば幸いである。 

 今回の調査で も印象に残ったのは、山林を所有する個人と森林組合との「信頼関係」

である。調査を行う上で、文献や過去の資料から推測される事実や変遷を追うことは重

要だが、「信頼関係」は印刷された文字からはその強さや程度を理解することは難しい。

聞き取り調査を行った住民の方々から語られる「信頼関係」は、その表情や口調、雰囲

気を通じてそれがどれほど重要なものであるかを伝えてくれた。調査に協力していただ

いた旧柳田村地域の皆さまと能登森林組合柳田支部の皆様に感謝を申し上げ、報告書と

したい。 

 

 

 

  


